
別紙２ 

評価基準 

審査項目 配点 

企画提案に関する項目 

 

日常生活を営むうえで基本的な生活習慣が十分である利用

者に対し，適切な生活習慣の形成を促すことを目的とする

提案となっているか。 

①  １０ 

 
就労の前段階として必要な社会的能力の形成を促すことを

目的とする提案となっているか。 
②  １０ 

 
就労体験の提供や就労に向けた技法や知識の習得等を目的

とする提案となっているか。 
③  １０ 

 

ひきこもりの状態にある者にとって家庭以外の居場所とな

り，利用者が社会参加に向けた一歩を踏み出せる提案とな

っているか。 

④  １５ 

 本事業に関しての工夫，特色，その他の提案があるか。 ⑤  １５ 

事業者に関する項目 

 
職員の配置および資格は業務説明資料による要件が満たさ

れているか。 
⑥  １０ 

 

類似事業で良好な実績があり，その知識，ノウハウ等十分

生かせることが期待できるか。 
⑦ １０ 

事務所は公共交通機関を利用して通いやすい場所となって

いるか。 
⑧ １０ 

提案価格に関する項目 

 事業を適切に実施できる人員を有しているか ⑨  １０ 

合計 １００ 

 

審査項目ごとに，各委員（５名）の評価点を加算し，５で除した点数を，その審査項目の

評価点とする。 

 

評価点の合計が最も高く，７０点以上の者１者を最適提案者として選定する。なお，

該当者が２者以上あったときは，審査項目④，⑤の評価点の合計が高い者を最適提案

者として選定する。 

 

委員の各審査項目評価方法は次のとおり。 

・ 極めて良好     配点×１．０ 

・ 良好        配点×０．８ 

・ 普通        配点×０．６ 

・ やや不十分     配点×０．４ 

・ 不十分       配点×０．２ 

・ 提案無，評価不能  配点×０ 


